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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変形可能なセル状構造体を形成する積層品（１）であって少なくとも前記積層品は、
　両方とも同一の主方向Ｘに差し向けられた上側バンド（２）及び下側バンド（３）と、
　前記２つのバンド相互間に位置し、前記バンドを繋留ゾーンと呼ばれるゾーン（４）内
で連結する連結用円筒形構造体と呼ばれている円筒形構造体（５）から成る方向Ｘに延び
る連続体（５Ａ，５Ｂ，５Ｃ）とを有し、
　前記円筒形構造体は、方向Ｘに互いに接触関係をなしておらず、
　各連結用円筒形構造体（５）は、母線が方向Ｘに垂直な軸線Ｙに沿って差し向けられた
複数個の要素筒体（５ａ，５ｂ）から成り、前記要素筒体は、互いに内外に嵌まり合うと
共に各繋留ゾーン（４）内で互いに連結されている、
　ことを特徴とする積層品。
【請求項２】
　前記要素筒体は、同心の筒体である、
　請求項１記載の積層品。
【請求項３】
　前記要素筒体は、樹脂母材中に埋め込まれた繊維から成る複合筒体である、
　請求項１又は２記載の積層品。
【請求項４】
　前記繊維は、連続であり且つ一方向であり、前記繊維は、前記軸線Ｙに垂直な平面内に
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円周方向に差し向けられている、
　請求項３記載の積層品。
【請求項５】
　前記要素筒体の前記繊維は、ガラス繊維であり及び／又は炭素繊維である、
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の積層品。
【請求項６】
　前記上側バンド及び前記下側バンドは、樹脂母材中に埋め込まれた繊維から成る、
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の積層品。
【請求項７】
　前記バンドの前記繊維は、連続繊維である、
　請求項６記載の積層品。
【請求項８】
　前記バンドの前記連続繊維は、一方向であり且つ前記方向Ｘに平行に差し向けられてい
る、
　請求項７記載の積層品。
【請求項９】
　前記バンドの前記繊維は、ガラス繊維及び／及び又は炭素繊維である、
　請求項６ないし８のいずれか１項に記載の積層品。
【請求項１０】
　前記樹脂は、熱硬化性樹脂である、
　請求項３ないし９のいずれか１項に記載の積層品。
【請求項１１】
　前記熱硬化性樹脂は、ビニルエステル樹脂である、
　請求項１０記載の積層品。
【請求項１２】
　前記積層品は、連続の且つ閉じられた円周方向リングを形成する、
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載の積層品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層品、即ち、互いに接合された平べったい又は平べったくない形態の数枚
の層又はバンドで作られ、例えばセル状又はハニカム形式の製品に関する。
【０００２】
　本発明は、より正確に言えば、積層品であって、これらの特定の幾何学的形状により特
にこれら積層品が複合製品であり、このような複合製品の全て又は一部が樹脂母材で被覆
された繊維で構成されている場合、曲げ応力／圧縮応力に対して耐性のあるビームとして
使用できる変形可能なセル状構造体を得ることができるようにする積層品に関する。
【０００３】
　本発明は又、「非空気圧」型、即ち、使用可能な形態を取るためにインフレーション用
ガス、例えば空気を必要としない形式の自動車用タイヤ又は弾性（可撓性）ホイールに関
する。
【背景技術】
【０００４】
　非空気圧型可撓性ホイール又はタイヤは、当業者には周知である。これらホイール又は
タイヤは、非常に多くの特許文献、例えば、欧州特許第１２４２２５４号明細書（又は米
国特許第６７６９４６５号明細書）、欧州特許第１３５９０２８号明細書（又は米国特許
第６９９４１３５号明細書）、欧州特許第１２４２２５４号明細書（又は米国特許第６７
６９４６５号明細書）、米国特許第７２０１１９４号明細書、国際公開第００／３７２６
９号パンフレット（又は米国特許第６６４０８５９号明細書）、国際公開第２００７／０
８５４１４号パンフレットに記載されている。
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【０００５】
　このような非空気圧型タイヤは、これらが可撓性タイヤとホイールのハブとの間の連結
部となるようになった剛性機械的要素と関連する場合、例えば大抵の現行道路車両で知ら
れている空気圧タイヤ、リム及びディスクにより構成される組立体に取って代わる。
【０００６】
　特に、上述の米国特許第７２０１１９４号明細書は、非空気圧型の構造的に支持された
（即ち、内圧を利用しない）タイヤを記載しており、このタイヤは、タイヤに加わる荷重
を支持する補強環状バンド及び圧縮剛性が非常に低く、環状バンドとホイールハブとの間
で力を伝達するよう張力下で動作する複数本の支持要素又はスポークを有するという主要
な特徴を備えている。
【０００７】
　この環状バンド（又は剪断バンド）は、天然ゴム又は合成ゴムで被覆された本質的に非
伸張性のコードで作られた２枚のメンブレンから成り、これらメンブレンは、それ自体ゴ
ムで作られた剪断層により分離されている。このようなバンドの動作原理は、剪断層の剪
断弾性率が２枚のメンブレンの引張弾性率よりも実質的に非常に低く、他方、力を一方の
メンブレンから他方のメンブレンに正確に伝達し、バンドを剪断モードで稼働させること
ができるのに十分であることによる。
【０００８】
　この環状バンドにより、パンクの恐れなく且つ空気圧をタイヤの内部に維持しなければ
ならないという欠点なく、厳しい又は過酷な条件下で走行できる非空気圧型ホイール又は
タイヤを製造することが可能である。
【０００９】
　さらに、この場合、先行技術の非空気圧型タイヤと比較して、一様に分布した路面接触
圧力、それ故にタイヤの良好な働き、向上した路面保持及び向上した耐摩耗性が得られる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】欧州特許第１２４２２５４号明細書
【特許文献２】米国特許第６７６９４６５号明細書
【特許文献３】欧州特許第１３５９０２８号明細書
【特許文献４】米国特許第６９９４１３５号明細書
【特許文献５】米国特許第７２０１１９４号明細書
【特許文献６】国際公開第００／３７２６９号パンフレット
【特許文献７】米国特許第６６４０８５９号明細書
【特許文献８】国際公開第２００７／０８５４１４号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、このようなゴム剪断バンドは、欠点がないわけではない。
【００１２】
　第１に、例えば－３０℃～＋４０℃の普段の動作温度では、このようなゴム剪断バンド
は、比較的ヒステリシスを示し、即ち、転動のために供給されるエネルギーの何割かが熱
の形態で散逸される（失われる）。次に、例えば地理的な極地で起こるかなり低い動作温
度、典型的には－５０℃以下の場合、ゴムは、迅速にもろくなり、脆弱になり、したがっ
て使用できない状態になることは広く知られている。このような極端な条件下において、
更に理解されるように、多少大きく且つ迅速である温度変動が例えば比較的高い機械的応
力と組み合わさると、それによっても２枚のメンブレンと剪断層との間の付着の問題が生
じる場合があり、メンブレンと同一高さ位置にある剪断バンドの局所座屈の恐れ及び耐久
性が最終的に劣化するという恐れがある。
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【００１３】
　本出願人は、自分達の研究中、上述したような非空気圧型タイヤ又はホイールに特に剪
断バンドとして使用でき、少なくとも部分的に上述の欠点を解決することができる新規な
積層品を見出した。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　第１の特徴によれば、本発明は、変形可能なセル状構造体を形成する積層品であって、
積層品は、少なくとも、
　両方とも同一の主方向Ｘに差し向けられた上側バンド及び下側バンドと、
　２つのバンド相互間に位置し、バンドを繋留ゾーンと呼ばれるゾーン内で連結する連結
用円筒形構造体と呼ばれている円筒形構造体から成る方向Ｘに延びる連続体とを有し、連
結用円筒形構造体は、方向Ｘに互いに接触関係をなしておらず、
　各連結用円筒形構造体は、母線が方向Ｘに垂直な軸線Ｙに沿って差し向けられた複数個
の要素筒体から成り、要素筒体は、互いに内外に嵌め合わされると共に各繋留ゾーン内で
互いに連結されていることを特徴とする積層品に関する。
【００１５】
　本発明のこの積層品は、通気性の高い変形可能なセル状構造体を有し、このようなセル
状構造体は、予期せぬこととして、曲げ応力及び／又は圧縮応力に対する高い耐性及びこ
のような繰り返し又は交番応力に対する高い耐久性を示すことが判明した。このような積
層品は、非ヒステリシス性であるという利点を有する。
【００１６】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、この積層品は、複合積層品であり、その少なく
とも要素筒体、即ち連結用円筒形構造体のコンポーネントは、樹脂母材中に埋め込まれた
繊維から成る。さらに、特に好ましい一実施形態によれば、これら要素筒体並びに上側及
び下側バンドが全て、ポリエステル又はビニルエステル系の熱硬化性樹脂中に埋め込まれ
た繊維（特にガラス繊維及び／又は炭素繊維）を主成分とする複合材料で構成されている
場合、この複合積層品は、極めて低い温度に耐えることができるだけでなく、代表的には
－２５０℃から最高＋１５０℃までの非常に広い温度範囲で使用できることが判明した。
【００１７】
　本発明は又、最終製品の構造要素としてのこのような積層品の使用及び更に本発明の積
層品を有する最終製品に関する。
【００１８】
　本発明は、特に、非空気圧型ホイール又はタイヤの補強要素、特にこのようなタイヤ又
はこのようなホイールの剪断バンドとしてのこのような積層品の使用に関する。
【００１９】
　本発明及びその利点は、次の詳細な説明及び例示の実施形態並びにこれら実施形態を概
略的に示す図（特定の縮尺に合わせて作成されているわけではない）に照らして容易に理
解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】直線である主方向Ｘに沿って差し向けられた本発明の積層品の一例の断面図であ
る。
【図２】曲線を辿る主方向Ｘに沿って差し向けられた本発明の別の実施形態としての積層
品の別の例の断面図である。
【図３】図１の断面の斜視図である。
【図４】本発明の積層品を有する非空気圧型弾性ホイールの一例の半径方向断面図である
。
【図５】本発明の積層品を有する非空気圧型弾性ホイールの別の例の半径方向断面図であ
る。
【図６】本発明の積層品を有する非空気圧型弾性ホイールの一例の完全な斜視図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２１】
定義
　この説明において、別段の指定がなければ、全ての割合（％）は、重量％である。
【００２２】
　さらに、本願において、以下のように定義する。
　「複合材」は、任意の材料又は物体に言及する場合、樹脂母材で被覆された短繊維又は
連続繊維から成る材料又は物体を意味する。
　「層」又は「バンド」は、厚さがその他の寸法と比較して比較的小さいシート又は任意
他の要素を意味し、この層は、場合によっては均質又は結合性のものであり又はそうでは
ない場合がある。
　「筒体」は、この用語の最も広い意味における任意の中空の（即ち、底なしの）筒体で
あり、即ち、真っ直ぐな（正規直交）断面を有する円筒形の任意の物体であり、即ち、そ
の輪郭は、変曲点のない閉じられた線（この場合、例えば、円形、長円形又は楕円形の断
面に関する）又は変曲点のある閉じられた線を定め、この定義によれば、例えば管、円筒
形管、円筒形管部分、管状要素、管状柱、円筒形要素のような用語は全て、このような「
筒体」となることが理解できる。
【００２３】
　「一方向繊維」は、互いに本質的に平行な、即ち、同一軸線に沿って差し向けられた１
組の繊維である。
　「非空気圧」は、ホイール又はタイヤに言及する場合の用語であり、即ち、インフレー
ション圧力なしで相当大きな荷重に耐えることができるようにするために設計され、即ち
、使用可能な形態を取ると共に荷重を支えるためにインフレーション用ガス、例えば空気
を必要としないホイール又はタイヤに関する用語である。
【００２４】
　「軸線又は（所与の）方向に沿って差し向けられた」は、任意の要素、例えばバンド、
繊維又は他の長手方向直線状の補強要素に言及した場合の用語であり、即ち、この軸線又
はこの方向に実質的に平行に差し向けられ、即ち、この軸線又はこの方向と、１０°以上
（即ち、ゼロ又はせいぜい１０°に等しい角度）逸脱せず、逸脱しても好ましくは５°以
下である角度をなす要素に言及する場合の表現である。
【００２５】
　「軸線又は（所与の）方向に垂直に差し向けられ」は、任意の要素、例えばバンド、繊
維又は別の長手方向直線状の補強要素に言及した場合の用語であり、即ち、この軸線又は
この方向に実質的に垂直に差し向けられ、即ち、この軸線又はこの方向に垂直な線と、１
０°以上逸脱せず、逸脱しても好ましくは５°以下である角度をなす要素に言及する場合
の表現である。
【００２６】
　「半径方向に差し向けられ」は、ホイール（又はタイヤ）の要素に言及する場合の用語
であり、即ち、ホイール（又はタイヤ）の回転軸線を通り、しかもこの方向に実質的に垂
直であり、即ち、この方向と１０°以上（即ち、ゼロ又はせいぜい１０°に等しい角度）
逸脱せず、逸脱しても好ましくは５°以下である角度をなす任意の方向に差し向けられ、
という意味である。
【００２７】
　「円周方向に差し向けられ」は、ホイール（又はタイヤ）の要素に言及する場合の用語
であり、即ち、ホイール（又はタイヤ）の円周方向軸線に実質的に平行であり、即ち、こ
の方向と１０°以上逸脱せず、逸脱しても好ましくは５°以下である角度をなす任意の方
向に差し向けられ、という意味である。
【００２８】
　「積層品」は、国際特許分類の意味の範囲内において用いられており、即ち、互いに連
結された平べったい又は平べったくない形態の少なくとも２つの層又はバンドを含む任意
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の製品を意味し、「接合され」又は「連結され」という表現は、例えば曲げ、釘打ち、リ
ベット止め又はボルト止めによる全ての接合又は組立て手段を含むものと広く解釈される
べきである。
【００２９】
　「樹脂」は、熱可塑性又は熱硬化性（後者の場合、硬化可能、重合性又は架橋性とも呼
ばれる）の任意の合成樹脂を意味し、ひいては、樹脂を主成分とし、更に、１種類又は２
種類以上の添加剤、例えば硬化剤を含む任意の組成物（コンパウンド）又は調合物を意味
する。
【００３０】
　本発明の積層品（１）は、少なくとも（図１、図２及び図３を参照して）、
　両方とも同一の主方向（Ｘ）に差し向けられた上側バンド（２）及び下側バンド（３）
という特徴及び、
　２つのバンド相互間に位置し、バンドを繋留ゾーンと呼ばれるゾーン（４）内で連結す
る連結用円筒形構造体と呼ばれている円筒形構造体（５）から成る方向Ｘに延びる連続体
（５Ａ，５Ｂ，５Ｃ等）とを有し、連結用円筒形構造体が方向Ｘに互いに接触関係をなし
ていないという特徴から成る主要な特徴を有する。
【００３１】
　各連結用円筒形構造体（５）は、母線が方向Ｘに垂直な軸線Ｙに沿って差し向けられた
（少なくとも非変形状態では）複数個（少なくとも少なくとも２つ）の要素筒体（５ａ，
５ｂ）から成り、要素筒体は、上側バンド（２）及び下側バンド（３）のところで互いに
内外に嵌め合わされると共に各繋留ゾーン（４ａ，４ｂ）内で互いに連結されている（取
り付けられている）。
【００３２】
　各連結用円筒形構造体の２つの繋留ゾーン（上側ゾーン４ａ、下側ゾーン４ｂ）の外部
には、「固定ゾーン」又は「連結ゾーン」とも呼ばれる場合があるゾーンが設けられ、こ
のようなゾーンでは、各連結用円筒形構造体が繋留され、積層品の２つのバンド（上側バ
ンド２及び下側バンド３）に直接又は間接的に連結され、各連結用構造体のコンポーネン
ト（５Ａ，５Ｂ，５Ｃ等）である要素筒体（５ａ、５ｂ等）は、これらの間に隙間がある
状態で又はない状態で、互いに別個独立に働く。
【００３３】
　当業者であれば、本願を読むと容易に理解されるように、静止又は休止時に、要素筒体
は、互いに接触関係をなし又はそうではない場合があるが、通常の作動中、繋留ゾーンの
外部では、これら要素筒体は、好ましくは、互いに連結されず、しかも互いに取り付けら
れず、したがって、これら要素筒体は、最適な仕方で、即ち、相互に別個独立に（２つの
要素筒体の場合）又は互いに別個独立に（３つ以上の要素筒体の場合）機能することがで
きるようになっている。
【００３４】
　単一の筒体ではなく、数個の（即ち、２つ又は３つ以上、例えば、３つ又は４つの）互
いに積み重ねられた好ましくは同心の要素筒体の使用により、有利には、本発明の積層品
の剛性が互いに同一である場合、連結用円筒形構造体の応力を制限し、組立体の許容変位
量を増大させることができる。
【００３５】
　要素筒体（５ａ，５ｂ）は、互いに異なる厚さのものであるのが良く、これら要素筒体
は、好ましくは、それぞれの繋留ゾーン（４ａ，４ｂ）における２つのバンド（２，３）
と筒体、特に最も外側に位置する筒体（５ａ）の接触面積を最適化する（増大させる）た
めに幾分はっきりとした卵形のものである。
【００３６】
　例えば、図１～図３に示されているように例えば１つの連結用円筒形構造体について２
つの要素筒体（５ａ，５ｂ）が設けられている場合、内側の要素筒体（５ｂ）の外径（即
ち、軸線Ｚに沿う寸法）は、外側の要素筒体（５ａ）（全体として下側バンドに実質的に
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接し、上側バンド及び下側バンドの最も近くに位置する筒体）の内径（軸線Ｚに沿う寸法
）よりも小さく又はせいぜいこれに等しいことが解る。
【００３７】
　互いに内外に嵌め合わされた種々の要素筒体は、連結用円筒形構造体を形成する組立体
及び最終的には本発明の積層品の全体的耐久性を最適化するために１つの筒体と次の筒体
とでできるだけ近い直径（軸線Ｚに沿う寸法）を有することが好ましい。
【００３８】
　本発明の積層品は、これら２つのバンドと連結用円筒形構造体（定義上、中空であり且
つ底なしの筒体で形成される）との間に他の材料が不要であるという点において「セル状
」と形容される場合のある中空で且つ極めてハニカム状の構造体を形成する。
【００３９】
　この変形可能なセル状構造体は、これが種々の引張応力、曲げ応力又は圧縮応力の作用
下でその２つのバンド相互間の剪断と同等の変形を生じさせることができるので、曲げ応
力／圧縮応力に対して高い耐性を示すと共にこのような繰り返し又は交番応力に対して高
い耐久性を示す弾性ビーム（平べったい又は平べったくない弾性ビームとして使用できる
。
【００４０】
　主方向Ｘは、図１又は図３（斜視図の断面が図１の断面に相当している）に示されてい
るように直線状であっても良く、或いは、図２に示されているように曲線を辿っても良い
。
【００４１】
　本発明の積層品では、２つのバンド及び連結用円筒形構造体は、種々の材料、例えば金
属（例えば、チタン、鋼、アルミニウム、金属合金）、ポリマー又は複合材料で構成され
るのが良い。本発明のこの積層品は、ハイブリッド型のものであっても良く、即ち、互い
に異なる材料の組み合わせで構成されても良い。
【００４２】
　しかしながら、本発明の好ましい一実施形態によれば、要素筒体は、複合材料で作られ
、即ち、樹脂マトリックス中に埋め込まれた繊維（或いは、樹脂母材で被覆された繊維、
これら２通りの表現は、同義であると考えられる）から成る筒体であり、特に、複合材料
で作られるのは、要素筒体と２つのバンドの両方である。
【００４３】
　複合材料で作られた連結用円筒形構造体により、本発明の積層品は、純粋に弾性領域に
おいて高い潜在的変形性を示すことができる。複合材料で作られたこのような連結用円筒
形構造体は、特に耐久性がある。というのは、これら連結用円筒形構造体は、非常に大き
な変形を受けると公知の仕方で耐久性を損ねる塑性挙動、即ち非可逆的挙動を示す場合の
ある金属製の構造体とは対照的に、塑性変形なしに破断まで純粋に弾性挙動を示すからで
ある。この有利な特性は、バンド（２，３）も又それ自体繊維／樹脂複合材料で作られて
いる場合、バンド（２，３）にも当てはまる。
【００４４】
　金属構造体と比較して、耐久性が高く、実質的に軽量であり（複合材の密度が２に近い
）しかも耐腐食性がある構造体が得られる。
　要素筒体（５ａ，５ｂ）の繊維は、連続繊維又は短繊維であるのが良く、連続繊維を用
いることが好ましい。筒体の良好な強度を得るため、これら繊維は、より好ましくは一方
向であり且つ軸線Ｙに垂直な平面内において円周方向に差し向けられる。
【００４５】
　これら要素筒体の本質的な動作原理は、曲げである。これら補強繊維の円周方向軸線に
応じて、これら補強繊維は、好ましくは１５ＧＰａを超え、より好ましくは３０ＧＰａを
超え、特に３０～５０ＧＰａの引張弾性率（ＡＳＴＭ　Ｄ　６３８）及び曲げ弾性率（Ａ
ＳＴＭ　Ｄ　７９０）を有する。
【００４６】
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　本発明は又、２つのバンド（２，３）が要素筒体の材料、即ち複合材ではなく、例えば
金属又はポリマーで作られた材料で構成される場合にも当てはまる。
【００４７】
　好ましい一実施形態によれば、上側バンド（２）及び下側バンド（３）（「バンド」は
、当業者によれば「メンブレン」と呼ばれる場合があり、或いは、複合積層品の分野では
「スキン」と呼ばれる場合がある）は、樹脂母材中に埋め込まれた繊維を更に含む複合バ
ンドである。２つのバンド（２，３）連結用円筒形構造体から成る連続体（５Ａ，５Ｂ，
５Ｃ）及びこれらの複数個の連結用筒体（５ａ，５ｂ）で構成されたベース構造体全体は
、複合材料で作られる。好ましくは、バンド（２，３）のこれら繊維は、連続繊維であり
、より好ましくは、これら連続繊維は、一方向であり且つ主方向Ｘに平行に差し向けられ
、その結果、バンドは、主方向Ｘに最大引張強度を備えるようになっている。この方向Ｘ
では、２つのバンド（２，３）は、好ましくは１５ＧＰａを超え、好ましくは３０ＧＰａ
を超える（例えば、３０～５０ＧＰａ）の引張弾性率（ＡＳＴＭ　Ｄ　６３８）を有する
。
【００４８】
　上述の要素筒体（５ａ，５ｂ）及び／又は複合バンド（２，３）は、これらが好ましく
は複合材料で作られている場合、単一のフィラメント状層又は数個の互いに重ね合わされ
た要素フィラメント状層で構成されるのが良く、これら層の繊維は、好ましくは、全て、
主方向Ｘに差し向けられる。この多層構造体中には、特に軸線Ｙ（筒体の母線）に沿って
差し向けられた交差細線の１つ又は２つ以上の他の追加の層が挿入されるのが良く、その
目的は、構造体を側方に補強し、複合材の分野において認識される用語によれば、構造体
全体のバランスを取ることにある。
【００４９】
　別の好ましい実施形態によれば、連結用円筒形構造体（５）は、一方の円筒形構造体か
ら他方の円筒形構造体まで、上側バンド（２）と下側バンド（３）を実質的に互いに等距
離を置いた状態に保つことができるようにするために方向Ｘ及び軸線Ｙに垂直な半径方向
と呼ばれる方向Ｚに実質的に一定の直径Ｄ（図１、図２及び図３に示されているように外
径又は軸線Ｚに沿う寸法）を有する。
【００５０】
　本発明の別の考えられる実施形態によれば、連結用円筒形構造体（５）は、一方の円筒
形構造体から他方の円筒形構造体まで、上記とは対照的に、２つのバンド相互間の距離が
主軸線Ｘに沿って次第に変化することができる構造体が望ましい場合、主方向Ｘに直線的
に変化可能な直径（又はＺ方向における寸法）Ｄを有する。
【００５１】
　上述したように、要素筒体の定義は、円形の真っ直ぐの断面を有する筒体には限定され
ず、「直径」という用語は、本願においては、半径方向Ｚにおける筒体の寸法（厚さを含
む）として広く解されるべきである。
【００５２】
　当業者であれば、対象とする特定の用途に応じて、連結用円筒形構造体、これらの要素
筒体及びバンド、並びにこれらの相対的配置状態を本発明の積層品を有するようになった
最終製品の寸法にどのように合わせてどのように調節すれば良いかを知っているであろう
。例えば、寸法Ｄにより、連結用円筒形構造体の曲げ剛性を調節することができる。
【００５３】
　本発明の積層品（１）の必要不可欠な特徴は、その連結用円筒形構造体（５Ａ，５Ｂ，
５Ｃ）が主方向Ｘにおいて互いに接しておらず、したがって、これら連結用円筒形構造体
が曲げによって変形して作用効果をもたらすことができるようになっていることにある。
【００５４】
　好ましくは、比ｄ／Ｄは、０．１０～０．５０であり、ｄは、図１、図２及び図３に示
されているように、２つの連続して位置する連結用円筒形構造相互間の方向Ｘにおいて測
定した平均距離ｄを表している。「平均距離」という表現は、積層品（１）に存在する連
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結用円筒形構造体（５）の全てから計算された平均値を意味しているものと理解されたい
。ｄ／Ｄが０．１０未満である場合、剪断の際に可撓性の或る程度の減少に見舞われる恐
れがあり、これに対し、ｄ／Ｄが０．５０を超える場合、曲げ変形の一様性が失われるよ
うに見える場合がある。これらの理由で、比ｄ／Ｄは、より好ましくは、約０．１５～０
．４０である。
【００５５】
　注目されるように、この点に関し、後で説明する図４では、連結用円筒形構造体（１５
Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ等）及び更にホイールスポーク（１２）は、本発明の好ましい実施形
態と比較して、数が比較的減少した状態で表されており、これは、図を簡単にする単純な
目的のためである。
【００５６】
　本発明の積層品（１）の構造体の好ましい例として、特に、積層品の主方向Ｘが直線状
ではなく、湾曲し又は円周方向である（図２）場合、以下の特徴の少なくとも任意の１つ
、より好ましくは全てが満たされる。
　１０～１００ｍｍの直径Ｄ、
　１～５０ｍｍの平均距離ｄ、
　両方共軸線Ｙに平行な方向で測定して、各々５～２００ｍｍのバンドの幅Ｌb及び連結
用円筒形構造体の幅Ｌc、
　０．２５～３ｍｍのバンド厚さＥb（半径方向Ｚに測定した厚さ）、
　０．１０～３ｍｍの要素筒体の厚さＥc（例えば半径方向Ｚに測定した厚さ）。
【００５７】
　これら好ましい特徴は、特に、本発明の積層品が後でより詳細に敷衍して説明するよう
に、標準サイズの非空気圧ホイール中の剪断バンドとして用いられる場合に対応している
。
【００５８】
　より好ましくは、上述の理由で、以下の特徴の少なくとも任意の１つ、より好ましくは
全てが満たされる。
　１５～４５ｍｍの直径Ｄ、
　１．５～４０ｍｍ（特に、３～４０ｍｍ、より好ましくは５～１５ｍｍ）の平均距離ｄ
、
　各々２０～１００ｍｍのバンドの幅Ｌb及び連結用円筒形構造体の幅Ｌc、
　０．５～２ｍｍのバンドの厚さＥb、
　０．５～２ｍｍの要素筒体の厚さＥc。
【００５９】
　当然のことながら、１０ｍｍ未満又は１００ｍｍを超えるＤの値は、ホイールの予想曲
率半径又は直径に応じて依然として実現可能である。
【００６０】
　本発明の積層品の構造体の考えられる他の好ましい例として、以下の特徴の少なくとも
任意の１つ、より好ましくは全てが満たされる。
　１０～１００ｃｍ、特に１５～４５ｃｍの直径ｄ、
　１～５０ｃｍ、特に１．５～４０ｃｍの平均距離ｄ、
　両方共軸線Ｙに平行な方向に測定され、各々５～２００ｃｍ、特に２０～１００ｃｍの
バンドの幅Ｌb及び連結用円筒形構造体の幅Ｌc、
　０．２５～３ｃｍ、特に０．５～２ｃｍのバンドの厚さＥb、
　０．１０～３ｃｍ、特に０．２０～２ｃｍの要素筒体の厚さＥc。
【００６１】
　本発明の複合積層品（１）の種々の構成部品、特に連結用円筒形構造体（５）、上側バ
ンド（２）及び下側バンド（３）は、複合積層品の基本的部品を構成し、これら基本的部
品は、化学的、物理的又は機械的締結手段によって互いに直接連結されるのが良い。この
ような直接的締結手段の例として、例えば接着剤、リベット、ボルト、ステープル及び種
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々のステッチ又は結合手段が挙げられる。締結手段は、種々の材料、例えば金属、金属合
金、プラスチック又は複合材（例えば、ガラス繊維又は炭素繊維を主成分とする）で構成
できる。
【００６２】
　良好な繋留を得るため、連結用円筒形構造体（５）は又、これらが連結される上側バン
ド（２）及び／又は下側バンド（３）中に入り込むのが良い。
【００６３】
　考えられる別の実施形態によれば、連結用円筒形構造体（５）は、上側バンド（２）及
び下側バンド（３）に間接的に、即ち、中間組立て部品によって連結されても良い。これ
ら中間部品又は「インサート」は、種々の幾何学的形状のものであって良く、例えば、平
行六面体の形、ダブテール形、“Ｉ”、“Ｔ”又は“Ｕ”の形のものであって良く、これ
ら中間部品又は「インサート」はこれら自体、上述した締結手段によって基本的部品（バ
ンド及び要素筒体）に締結されるのが良い。特に、耐える力が大きすぎるときにはいつで
もこのような「インサート」又は補強部品を使用するのが良く、これらインサートは、場
合によっては、複合構造体に伝達される応力を許容レベルまで減少させる。これらインサ
ートは、例えば、金属、金属合金、プラスチック又は複合材（例えば、樹脂に埋め込まれ
たガラス繊維又は炭素繊維で形成される）で構成される。
【００６４】
　動的及び繰り返し応力下における隣り合う要素筒体相互間のこすれ若しくは研磨又は隣
り合う要素筒体相互間への異物の侵入の恐れを阻止するため、必要ならば、これら要素筒
体相互間に、隣り合う要素筒体の相対変位を妨害しないよう非常に小さな摩擦係数を有す
ると共に適当な熱的性質を有する材料の保護且つ非粘着性の（これら筒体に対して）層、
例えばポリマー（例えば、フルオロポリマー、例えばＰＴＥＦ）の層を挿入することが好
ましい。
【００６５】
　連結用円筒形構造体の単一の１つ（５Ｃ）に関して（図を分かりやすくするために）図
３に例示的に示されている特定の一実施形態によれば、上述の連結用円筒形構造体も又、
これらの少なくとも幾つかに関し、「半径方向補強材」（特に、例えばガラス／樹脂複合
材料で作られたモノフィラメント又はテープの形態をしている）と呼ばれる少なくとも１
つの長さ方向直線状の補強要素（６）により補強され、このような補強要素（６）は、主
方向Ｘ及び要素筒体の母線Ｙに垂直な半径方向Ｚに平行に上側バンド（２）及び下側バン
ド（３）内に繋留されるよう連結用円筒形構造体をこれらの直径に沿って完全に貫通して
延びている。半径方向補強材（６）は、この場合、軸線Ｙ（母線）に垂直な連結用円筒形
構造体（５）の変形を阻止することができるビームとして働く。半径方向補強材は、これ
らの引張剛性及び圧縮剛性に起因して、複合構造体が最も過酷な曲げを受けた場合であっ
ても、積層品（１）を座屈から阻止することができる。
【００６６】
　本明細書における説明全体を通じ、別段の指定がなければ、「繊維」という用語は、樹
脂母材との適合性がある限り用いることができる任意種類の補強繊維を意味している。こ
のような繊維は、例えば、ポリビニルアルコール繊維、芳香族ポリアミド（又は、「アラ
ミド」）繊維、ポリアミド‐イミド繊維、ポリイミド繊維、ポリエステル繊維、芳香族ポ
リエステル繊維、ポリエチレン繊維、ポロプロピレン繊維、セルロース繊維、レーヨン繊
維、ビスコース繊維、ポリフェニレンベンゾビソキサゾール（又は、“ＰＢＢ”）繊維、
ポリエチレンナフテネート（“ＰＥＮ”）繊維、ガラス繊維、炭素繊維、シリカ繊維、セ
ラミック繊維及びこのような繊維の混合物で構成される群から選択される。
【００６７】
　好ましくは、特に、非常に低い温度における用途の場合、ガラス繊維、炭素繊維及びこ
のような繊維の混合物で構成される群から選択された繊維が用いられる。より好ましくは
、ガラス繊維が用いられる。
【００６８】
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　用いられる樹脂は、好ましくは熱硬化性樹脂である。この樹脂は、例えば、電離線、例
えば少なくとも３００ｎｍ～４５０ｎｍのスペクトルで加速電子のビーム又はＸ線のビー
ムを放出する紫外線‐可視線により架橋できる樹脂である。また、過酸化物により架橋で
きる樹脂を含む配合物が選択されても良く、次に、時間が来ると、熱入力、例えばマイク
ロ波の作用により架橋を場合によっては実施する。好ましくは、電離線によって硬化させ
ることができることができる種類の組成物を用い、容易にはＵＶ又はＵＶ／可視タイプの
イオン化処理を用いて最終の重合を場合によってはトリガして制御する。
【００６９】
　用いられる樹脂は、熱硬化状態では、好ましくは少なくとも２．３ＧＰａに等しく、よ
り好ましくは２．５ＧＰａを超え、特に３．０ＧＰａを超える引張弾性率（ＡＳＴＭ　Ｄ
　６３８）を有する。ＤＳＣにより測定したそのガラス転移温度（Ｔg）は、好ましくは
、１３０℃を超え、より好ましくは１４０℃を超える。
【００７０】
　架橋可能な樹脂として、好ましくは、ポリエステル樹脂（即ち、不飽和ポリエステル）
又はビニルエステル樹脂が用いられる。より好ましくは、ビニルエステル樹脂が用いられ
る。
【００７１】
　驚くべきこととして、ビニルエステル樹脂は極めて低い温度でも他のものよりも良好に
存続し続けるということが観察された。簡単な試験により、ガラス繊維／ビニルエステル
樹脂複合材の曲げ強さが非常に低い温度でも実質的に高くなったかどうかを計測すること
ができる。この試験では、複合モノフィラメント（例えば、１ｍｍの直径を有する）でル
ープを作り、そして引張状態にあるモノフィラメントの外側部分の破断（裸眼に明らかに
見える）まで曲率半径を減少させる。すると、予期せぬこととして、達成された最小半径
は、モノフィラメントのループを直前に液体窒素（－１９６℃）中に浸漬させた場合に小
さくなるということが分かる。液体窒素中での熱的急冷又は浸漬試験では、樹脂をそのま
ま試験することも可能であり、このような試験中、亀裂を生じない樹脂を採用する。
【００７２】
　特に好ましい一実施形態によれば、連結用筒体の要素筒体並びに上側バンド及び下側バ
ンドは、全体がビニルエステル樹脂母材中に埋め込まれたガラス繊維及び／又は炭素繊維
で構成される。
【００７３】
　複合材料の分野ではビニルエステル樹脂は周知である。このことは本発明を限定するも
のではないが、ビニルエステル樹脂は、好ましくは、エポキシビニルエステル系のもので
ある。より好ましくは、特にエポキシド系のビニルエステル樹脂が用いられ、これは、少
なくとも部分的に、ノボラック（フェノプラストとも呼ばれている）及び／又はビスフェ
ノール、即ち、好ましくは例えば欧州特許第１０７４３６９号明細書及び同第１１７４２
５０号明細書（又は米国特許第６９２６８５３号明細書）に記載されているようなノボラ
ック、ビスフェノール、又はノボラック及びビスフェノールを主成分とするビニルエステ
ル樹脂を主成分としている（即ち、このような形式の構造体にグラフトされる）。ノボラ
ック及びビスフェノール系のエポキシビニルエステル樹脂が優れた結果を示した。例を挙
げると、ＤＳＭ社から入手できる“ＡＴＬＡＣ　５９０”又は“ＡＴＬＡＣ　Ｅ‐Ｎｏｖ
ａ　ＦＷ　２０４５”ビニルエステル樹脂が特に言及できる（両方共、スチレンで希釈さ
れている）。このようなエポキシビニルエステル樹脂は、他の製造業者、例えばライヒホ
ールド（Reichhold）社、クレイ・バリー（Cray Valley）社及びＵＣＢ社から入手できる
。
【００７４】
　本発明の積層品は、有利には、複合部品のみで構成され、特に、ビニルエステル樹脂に
埋め込まれたガラス繊維で作られる。
【００７５】
　本発明の積層品の成分である種々の要素の製造のため、これらが要素筒体、例えば該当
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する場合には、（下側及び上側）バンドであるにせよそうでないにせよ、ブロック、シー
ト又は長手方向直線状要素、例えばモノフィラメント又はテープを製造する任意の適当な
プロセスを用いることが可能である。
【００７６】
　このようなプロセスは、今日、複合材の当業者には広く知られている。
【００７７】
　欧州特許第１１７４２５０号明細書（又は、米国特許第６９２６８５３号明細書）は、
例えば、脱気後、直線状に配列された繊維に液体樹脂を含浸させて液体プレプレグを例え
ば丸形断面のモノフィラメント形状又はテープの形状を与えるために較正されているダイ
に通し、ＵＶ安定化チャンバ内における樹脂の実質的な凝固によりダイの下流側でモノフ
ィラメント又はテープを安定化し、次に固体（安定化された）テープ又はモノフィラメン
トを適当な形状の支持体に巻き付け、最後に組立体全体を加圧金型内で硬化させ、それに
より組立体を凝固すると共に高い剪断強さを保証することを提案している。
【００７８】
　国際公開第２００７／０８５４１４号パンフレットは、別法として、製造作業全体を通
じて液体状態で樹脂中に埋め込まれた繊維を複合材ブロックの最終形状を定める支持体に
連続的且つ数個の層をなして直接巻き付け、それによりこの支持体上に連続リングを直接
形成することを提案している。「液体」複合材リングをこのようにしていったん形成する
と、液体樹脂に例えばＵＶ放射線又は熱処理を用いて少なくとも部分的な重合を施し、そ
れによりリングをその支持体から分離する前にリングを少なくとも部分的に安定化すると
共に凝固する。樹脂組成物がこの場合、少なくとも部分的に固相にあるこのようにして安
定化された複合材ブロックを次に容易に取り扱うことができ、そのままで貯蔵することが
でき或いは樹脂の重合を終了させるために（最終硬化又は架橋）すぐに処理することがで
きる。最終の硬化作業は、「金型の外部で」（又は公認されている技術によれば「開放金
型」で）単純な大気圧下で実施できる。
【００７９】
　上述した本発明の積層品は、最終形態において積層され又は積層されない最終製品又は
物品の製造の中間段階を構成することができる。
【００８０】
　ハニカム型構造体に等しいその構造体は、これについて極めて広い考えられる用途をも
たらし、このような用途は、例えば、一般力学分野、スポーツ及びレジャー、建築及び公
共事業、電信、道路、鉄道、航空又は宇宙輸送及び自動車に及ぶ。
【００８１】
　好ましい実施形態によれば、この積層品は、極めて広い温度範囲にわたり特性を保持す
る弾性材料で構成された複合積層品であり、予期せぬこととして、これは、このような極
めて広い温度範囲にわたり、先行技術において説明したような剪断バンドのエラストマー
の剪断歪に匹敵可能であるということが判明した。
【００８２】
　本発明のこの複合積層品は、特に、あらゆる形式の陸上又は非陸上自動車両、特に、厳
しい又は過酷な転動条件又は極端な温度、例えば、例示として月面車、道路輸送車両、オ
フロード車、例えば農業機械又は土木建築機械、或いはエラストマー材料の使用が可能で
はない又は望ましくない任意他の形式の輸送又は取り扱い車両の遭遇する場合のあるこの
ような条件又は温度に直面するようになった車両に使用できる。
【００８３】
　一例を挙げると、図４は、構造的に支持された（即ち、荷重支持構造体により）非空気
圧型弾性ホイール（１０）の半径方向断面（即ち、ホイールの回転軸線Ｙに垂直な平面内
における）を非常に概略的に示しており、このようなホイールの円周方向剪断バンド（１
３）は、本発明の積層品によって構成されている。
【００８４】
　３つの互いに垂直な方向、即ち、円周方向（Ｘ）、軸方向（Ｙ）及び半径方向（Ｚ）を
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定めるこの非空気圧型ホイール（１０）は、少なくとも、
　ハブ（１１）、
　円周方向Ｘに差し向けられた少なくとも１枚の内側円周方向メンブレン（１４）及び少
なくとも１枚の外側円周方向メンブレン（１６）を有する剪断バンド（１３）と呼ばれて
いる環状バンド及び
　ハブ（１１）を内側円周方向メンブレン（１４）に連結する複数個の支持要素（１２）
を有する。
　さらに、非空気圧型ホイールは、以下の特徴、即ち、
　２枚のメンブレン（１４，１６）が連結用円筒形構造体（１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ等）
から成る円周方向Ｘに延びる連続体によって繋留ゾーン（１７ａ，１７ｂ）内で互いに連
結され、連結用円筒形構造体（１５）が円周方向Ｘに互いに接触関係をなしていないとい
う特徴、
　各連結用円筒形構造体は、母線が方向Ｘに垂直な軸線Ｙに沿って差し向けられた複数個
の（図４の例では２つの）同心要素筒体（５ａ，５ｂ）から成り、要素筒体は、互いに内
外に嵌め合わされると共に各繋留ゾーン内で互いに連結されるという特徴を有する。
【００８５】
　換言すると、連結用円筒形構造体及び要素筒体自体の軸線（母線）は、少なくとも休止
状態における（変形していない状態における）ホイールの構造においてホイールの回転軸
線に平行になる。
【００８６】
　この図４では、各連結用円筒形構造体（１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ等）は、事実、幾分卵
形であり、互いに内外に嵌め合わされた２つの要素筒体（１５ａ，１５ｂ）で構成されて
いることが分かる。これら２つの要素筒体（１５ａ，１５ｂ）は、両方共、繋留ゾーン（
１７ａ，１７ｂ）と呼ばれるゾーン内において、直接的な締結手段（例えば、接着剤、リ
ベット又はボルト）又は中間組立て部品により内側円周方向メンブレン（１４）及び外側
円周方向メンブレン（１６）に連結され、これら２つの繋留ゾーンの外部では、これら２
つの要素筒体（１５ａ，１５ｂ）は、互いに別個独立して稼働することができるようにす
るために、もはや互いに連結されていない。
【００８７】
　分かりやすくするためにこの図４には示されていないこれら中間組立て部品は、要素筒
体の母線に平行に差し向けられると共に最も内側の要素筒体の内側に位置決めされた（例
えば、接合され又はリベット止めされた）平べったいラグ（“Ｉ”形インサート）から成
るのが良い（１つのラグが繋留ゾーン１７ａの側に位置し、別のラグが繋留ゾーン１７ｂ
の側に位置する）。
【００８８】
　この図４では、特に好ましい一実施形態によれば、連結用円筒形構造体（１５Ａ，１５
Ｂ，１５Ｃ等）のコンポーネントである各要素筒体は、樹脂母材中に埋め込まれた繊維で
作られる。
【００８９】
　ホイール（１０）のこの例では、厚さが約１ｍｍに等しい各円周方向メンブレン（１４
，１６）は、例えば、脱気してビニルエステル樹脂（ＤＳＭ社製の“Ａｔｌａｃ　５９０
”＋シバ（Ｃｉｂａ）社製の“Ｉｒｇａｃｕｒｅ　８１９”光開始剤）を含浸させた連続
ガラス繊維（オーエンス・コーニング（Owens Corning）社製の“Ａｄｂａｎｔｅｘ”、
線密度１２００テックス）の２つのロットで構成され、これら連続ガラス繊維層相互間に
は、複合組立体のバランスを取るためにビニルエステル樹脂を含浸させたガラス繊維よこ
織生地（“Ｅ”ガラス、基本重量１２５ｇ／ｍ2）を追加してある。メンブレンは、ゼロ
度に近い角度でフィラメント巻き（０．２×５ｍｍのノズルに源を発生するテープ）によ
り得られた。３つの要素層の巻回（５ｍｍの布設ピッチ）後、巻回を停止し、次に樹脂含
浸よこ織生地を第３の操縦に載せ、その後、このようにして挿入されたよこ織生地の頂部
上に最後の３つのテープ層を巻回した。次に、組立体全体を巻回支持体上でＵＶ放射線下
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で重合させた。別の製造方法によれば、例えば、次のようにして連続して巻回を行うこと
が可能であり、即ち、次の層を連続的に被着させ、即ち、次の層を連続的に被着させ、即
ち、１つの層を０°で、次に１つの層を－５°で、１つの層を＋５°で、１つの層を０°
で、１つの層を＋５°で、１つの層を－５°で、最後に１つの層を０°で被着させ、これ
らは全て連続して行われる。＋５°及び－５°の層は、十分な横方向結合性を与え、最終
の厚さは常に同一である。このようにして調製されると、各メンブレンは、例えば、その
補強繊維の方向に、４５ＧＰａのオーダーの引張弾性率を有する。
【００９０】
　それぞれ直径が約２９ｍｍ及び３０ｍｍに等しく、厚さが約０．４ｍｍの要素筒体（１
５ａ，１５ｂ）を、筒体の軸線（母線）に垂直に２つの層をなしてフィラメント巻きする
ことにより上述のメンブレンとして調製した。その後、組立体全体をＵＶ放射線下で重合
した（巻回支持体上で）。連結用円筒形構造体は、外側円周方向メンブレン（１６）と内
側円周方向メンブレン（１４）を互いに実質的に等距離を置いた状態に保つよう半径方向
に一定である直径Ｄを有している。剪断バンド（１３）では、２つの連続して位置する連
結用円筒形構造体（１５）相互間の円周方向Ｘに測定した平均距離ｄは、例えば、約７ｍ
ｍである。
【００９１】
　低い圧縮剛性を有する支持要素（１２）又は「ホイールスポーク」は、例えば上述の米
国特許第７２０１１９４号明細書に説明されているように環状剪断バンド（１３）とホイ
ールのハブ（１１）との間で力を伝達するよう引張状態で働く（これについては、例えば
、図７～図１１を参照されたい）。これらの厚さは、メンブレンの厚さと比較して小さく
、好ましくは０．５ｍｍ未満、より好ましくは０．３ｍｍ未満である。
【００９２】
　これらの存在により、一様に分布された路面接触圧力、それ故に、ホイールの良好な稼
働が好ましく、高い圧力の局在箇所及び不安定な路面上でホイールスポークに同伴する場
合のある砂の中に沈み込み又は嵌まり込んで動かなくなる恐れが回避される。
【００９３】
　これらホイールスポーク（１２）は、金属（又は金属合金）、ポリマー又はハイブリッ
ド材料のような様々な材料で構成でき、これら材料は、補強され又は補強されない。例を
挙げると、ポリマー、例えばポリウレタン、樹脂を含浸させ又は樹脂を含浸させていない
繊維、特にガラス繊維及び／又は炭素繊維を含む複合材料を挙げることができる。用いら
れる材料の引張弾性率は、当然のことながら、各ホイールスポークにより支持される荷重
に適している。ホイールスポークの弾性伸び率（又はホイールスポークを構成する材料の
弾性伸び率）を調節することにより、大きい又は小さいキャンバを発生させることができ
、ホイールの路面痕跡を調節することが可能である。好ましくは、張力下において数％、
代表的には１～５％の弾性伸び率を示すホイールスポークが用いられる。
【００９４】
　好ましい一実施形態によれば、非常に低い温度状態におけるホイールの使用のため、複
合材料、例えばＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）を含浸させたガラス繊維の織布
、ビニルエステル樹脂母材中に埋め込まれた連続一方向ガラス繊維の層又はポリエステル
繊維の織布で作られたホイールスポークを用いることが可能である。
【００９５】
　この図４で理解されるように、好ましい一実施形態によれば、各連結用円筒形構造体（
１５）の反対側にホイールスポーク（１２）が設けられ、各ホイールスポーク（１２）は
、半径方向Ｚにおいて円筒形構造体（１５）と整列可能であってもよく又はそうでなくて
もよい。ホイールスポーク（１２）は又、半径方向以外の方向に配置でき、例えば、図５
に示されているように例えばハブ１１の周りにジグザグに位置決めされても良く、これに
ついては以下に説明する。
【００９６】
　上述のホイールの複合要素の全てに関し、繊維成分は、例えば、約７０％（即ち、樹脂
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の重量を基準として約３０％）である。
【００９７】
　例えば図４又は図５に示されているホイール（１０）の製造に関し、例えば次の連続し
て行われるステップを採用することにより上述の要素を組み立てる任意適当なプロセスを
用いることが可能である。
　２枚のメンブレン（１４，１６）を製造するステップ。
　要素筒体（１５ａ，１５ｂ）の１対ずつの初期取り付け後、組立て用ジグ上に連結用円
筒形構造体（１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ等）を位置決めするステップ。
　各連結用円筒形構造体の内側に（即ち、最も内側の要素筒体の内側に）及び各繋留ゾー
ン（１７ａ，１７ｂ）内にラグ（平べったい“Ｉ”型インサート）を位置決めするステッ
プ、このようなラグは、筒体の母線に沿って差し向けられる。
　２枚のメンブレン（１４，１６）を結合することにより（例えば、エポキシ系接着剤を
用いて）要素筒体（１５ａ，１５ｂ）及びラグ（インサート）を取り付けるステップ。
　ホイールスポーク（１２）を位置決めして結合するステップ。
　例えば、スポークを正確な長さに合わせて調節し、これらの２つの端部を、一方が内側
メンブレン（１４）に取り付けられ、他方が金属ハブに取り付けられた複合ラグ（インサ
ート）に結合し、メンブレン（１４）側のラグを結合すると共にリベット止めし（又はボ
ルト止めし）、これに対し、ハブ側のラグのみをリベット止めする（又はボルト止めする
）ステップ。
　剪断バンド（メンブレン、要素筒体及びラグ）の少なくとも２つの箇所を同時に穴あけ
するステップ。
　金属製の（例えば、ステンレス鋼で作られた）リベット（又はボルト）を用いて上述の
開けた穴を通って剪断バンド（メンブレン、筒体及びラグを介して）リベット止めする（
又はボルト止めする）ステップ。
【００９８】
　好ましくは、路面接触圧力の良好な有効性が得られるようにするため、本発明のホイー
ルは、０．７≦Ｄｉ／Ｄｅ＜１という関係式、特に、０．８≦Ｄｉ／Ｄｅ＜１という関係
式を満足し、Ｄｉは、内側円周方向メンブレン（１４）の直径であり、Ｄｅは、外側円周
方向メンブレン（１６）の直径である。一例を挙げると、Ｄｉ及びＤｅは、約２００ｍｍ
～２０００ｍｍである。
【００９９】
　上述したように、連結用円筒形構造体（１５）を上述の適当な締結手段によりメンブレ
ン（１４，１６）に直接連結しても良く、或いは、中間組立て部品、特にこれ又組立て箇
所を補強する役割を果たす金属、プラスチック又は複合インサートにより間接的に連結し
ても良い。
【０１００】
　図５は、ホイール（２０）の別の例を示しており、このホイールでは、非常に小さな厚
さ（約０．１５ｍｍ）を有し、この時点では半径方向に（半径方向Ｚに平行に）差し向け
られておらず、斜めに差し向けられているホイールスポーク（１２）を一方においてこの
ようなインサート（１１０，１４０）によりホイールハブ（１１）に且つ他方において内
側円周方向メンブレン（１４）にジグザグ形態で組み付ける。
【０１０１】
　ホイールスポーク（１２）を剛性ハブ（１１）に組み付けるインサート（１１０）は、
好ましくは、“Ｉ”の形又は“Ｕ”の半分の形をしており、厚さが約１ｍｍに等しい複合
材料（繊維／樹脂）、例えばガラス繊維／ビニルエステル樹脂で作られる。これらは、例
えば、要素筒体について上述したように、５つの連続した層を平べったい筒体の形状を有
する支持体上にフィラメント巻きすることにより製造される。ＵＶ重合後、Ｕの半分の形
状を平べったい筒体の切断により得た。ホイールスポーク（１２）を内側円周方向メンブ
レン（１４）に組み付けるインサート（１４０）は、例えば、同一厚さのものであるが小
さなサイズのものであり、例えば、“Ｉ”又は“Ｕ”の半分の形をしており、これら自体
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他のインサート（１１０）について上述したように製造した。インサート（１１０，１４
０）、例えば“Ｕ”の半分の形のインサートは、これらの曲げ性により、特に本発明の弾
性ホイールが不十分な弾性を有する場合があるとき、本発明の弾性ホイールの作動中、ホ
イールスポーク（１２）の必要な伸びに寄与するので有利な場合がある。
【０１０２】
　最後に、図６は、非空気圧型ホイール（３０）の別の例の斜視図であり、このホイール
の剪断バンド（１３）は、互いに平行な半径方向（即ち、軸方向Ｙに垂直な）平面内に配
置されたいわば数個の要素剪断バンドから成り、これら要素剪断バンドの各々は、本発明
の積層品で構成されている。この図６で理解されるように、各要素外側半径方向メンブレ
ン（１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，１６ｄ）は、ホイールの全軸方向幅（例えば、２００ｍｍ
に等しい）に対して比較的幅が狭い（方向Ｙに沿って測定して例えば４０ｍｍに等しい軸
方向幅）。この図ではかろうじて見える内側円周方向メンブレン（１４）は、それ自体、
単一の又は数枚の要素内側円周方向メンブレン、例えば、２枚（例えば、各々が８０ｍｍ
に等しい軸方向幅を有する）又は４枚（例えば、各々が４０ｍｍに等しい軸方向幅を有す
る）のメンブレンで構成される。
【０１０３】
　次に、要素剪断バンドをこれらの連結用円筒形構造体（１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ等）（
軸方向幅が４０ｍｍに等しい）が軸方向Ｙにおいて１つの要素剪断バンドから次の要素剪
断バンドまで実質的に整列するように互いに対して円周方向に配置する。このような形態
により、ホイールに優れた軸方向可撓性が与えられると共に転動時に障害物を効果的に「
吸収する」ための有利な連結解除を提供できる。しかしながら、別の考えられる実施形態
によれば、要素剪断バンドは、これらの連結用円筒形構造体（１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ等
）が１つの要素剪断バンドから次の要素剪断バンドまで軸方向Ｙに互い違いの列をなして
位置決めされるよう配置されても良い。
【０１０４】
　図４～図６を分かりやすくするために図示されていないトレッドが、外側円周方向メン
ブレン（１６）が非空気圧型ホイールの転動中、路面と直接的に接触するようになってい
ない場合、外側円周方向メンブレン（１６）の頂部上に半径方向に位置決めされた状態で
上述のホイールにオプションとして追加されるのが良い。このトレッドは、金属（又は金
属合金）、ポリマー又はハイブリッド金属／ポリマー材料のような種々の材料で構成でき
る。ポリマーの例として、例えば、ポリエステル、例えばＰＥＴ、ＰＴＦＥ、セルロース
、例えばレーヨン、ゴム、例えばジエンゴム又はポリウレタンが挙げられる。非常に低い
温度状態での使用のため、金属で作られ又はゴム以外のポリマーで作られたトレッドが好
ましい。
【０１０５】
　好ましい一実施形態によれば、トレッドは、特に上述の材料の状態で三次元織布の形態
で存在し、その厚さは、例えば、５～２０ｍｍである。別の好ましい実施形態によれば、
特に厚さが数ｍｍ（例えば、３～４ｍｍ）のトレッドとして用いられる皮革は、驚くべき
こととして、非常に低い温度でも特に良好に働くことが判明した。このトレッドは、上述
した種々の締結手段により、例えば、結合又はボルト止めにより、或いは、例えば上述し
たインサートのような組立て手段を用いてホイールの剪断バンドに締結されるのが良い。
別の考えられる実施形態によれば、トレッドは、外側円周方向メンブレン（１６）にその
製造中に直接組み込み可能である。
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